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監 査 公 表 第 ２ 号
地方自治法（昭和 22年 法律第 67号 ） 第 199条 第 ４ 項の規定により実施した定期監 査 の 結

果 は 、 次 の と お り で す 。
令 和 ４ 年 ２ 月 18日

福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

１ 監 査 等 の 基 準
本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 10

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。
２ 監 査 等 の 種 類

財 務 監 査
３ 監 査 等 の 対 象 及 び 実 施 内 容
⑴ 総 務 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

県 北 地 方 振 興 局 令和２年度 令和３年11月24日 髙野 光二 高橋 宏和 書 面 監 査

い わ き 地 方 振 興 局 令和２年度 令和３年11月25日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

相 双 地 方 振 興 局 令和２年度 令和３年12月16日 山田平四郎 佐竹 浩 書 面 監 査

⑵ 危 機 管 理 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

───────────────────────────────────────────────────────────
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令和２年度
消 防 学 校 令和３年12月23日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

令和３年度

⑶ 生 活 環 境 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

環 境 創 造 セ ン タ ー 令和２年度 令和３年11月30日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

⑷ 保 健 福 祉 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

県中保健福祉事務所 令和２年度 令和３年11月５日 髙野 光二 高橋 宏和 書 面 監 査

総 合 療 育 セ ン タ ー 令和２年度 令和３年11月30日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

令和２年度
会 津 児 童 相 談 所 令和３年12月１日 山田平四郎 高橋 宏和 実 地 監 査

令和３年度
令和２年度

大 笹 生 学 園 令和３年12月23日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査
令和３年度

衛 生 研 究 所 令和２年度 令和３年12月23日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

⑸ 商 工 労 働 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

テクノアカデミー浜 令和２年度 令和３年11月19日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

テクノアカデミー会津 令和２年度 令和３年11月26日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査

⑹ 農 林 水 産 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

会 津 農 林 事 務 所 令和２年度 令和３年11月５日 山田平四郎 佐竹 浩 書 面 監 査

相 双 農 林 事 務 所 令和２年度 令和３年11月５日 髙野 光二 高橋 宏和 書 面 監 査

い わ き 農 林 事 務 所 令和２年度 令和３年11月５日 山田平四郎 佐竹 浩 書 面 監 査

水産海洋研究センター 令和２年度 令和３年11月18日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査

県 北 農 林 事 務 所 令和２年度 令和３年11月24日 髙野 光二 高橋 宏和 書 面 監 査

農 業 総 合 セ ン タ ー 令和２年度 令和３年11月24日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査

中央家畜保健衛生所 令和２年度 令和３年12月２日 髙野 光二 佐竹 浩 実 地 監 査

県 中 農 林 事 務 所 令和２年度 令和３年12月16日 山田平四郎 佐竹 浩 書 面 監 査

県 南 農 林 事 務 所 令和２年度 令和３年12月24日 髙野 光二 佐竹 浩 実 地 監 査

⑺ 土 木 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

県 南 建 設 事 務 所 令和２年度 令和３年11月５日 髙野 光二 高橋 宏和 書 面 監 査

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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会津若松建設事務所 令和２年度 令和３年11月５日 山田平四郎 佐竹 浩 書 面 監 査

相 双 建 設 事 務 所 令和２年度 令和３年11月５日 髙野 光二 高橋 宏和 書 面 監 査

富 岡 土 木 事 務 所 令和２年度 令和３年11月19日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

い わ き 建 設 事 務 所 令和２年度 令和３年11月25日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

喜 多 方 建 設 事 務 所 令和２年度 令和３年11月26日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査

県 中 建 設 事 務 所 令和２年度 令和３年12月16日 山田平四郎 佐竹 浩 書 面 監 査

⑻ 教 育 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

令和２年度
西 郷 支 援 学 校 令和３年11月９日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

令和３年度
令和２年度

葵 高 等 学 校 令和３年11月11日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査
令和３年度
令和２年度

猪 苗 代 高 等 学 校 令和３年11月11日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査
令和３年度

相 馬 高 等 学 校 令和２年度 令和３年11月16日 佐竹 浩 実 地 監 査

令和２年度
須 賀 川 高 等 学 校 令和３年12月２日 髙野 光二 佐竹 浩 実 地 監 査

令和３年度
令和２年度

白 河 旭 高 等 学 校 令和３年12月24日 髙野 光二 佐竹 浩 実 地 監 査
令和３年度
令和２年度

光 南 高 等 学 校 令和３年12月24日 髙野 光二 佐竹 浩 実 地 監 査
令和３年度
令和２年度

磐城桜が丘高等学校 令和４年１月６日 髙野 光二 佐竹 浩 実 地 監 査
令和３年度
令和２年度

遠 野 高 等 学 校 令和４年１月６日 髙野 光二 佐竹 浩 実 地 監 査
令和３年度
令和２年度

磐 城 高 等 学 校 令和４年１月７日 山田平四郎 高橋 宏和 実 地 監 査
令和３年度
令和２年度

いわき光洋高等学校 令和４年１月７日 山田平四郎 高橋 宏和 実 地 監 査
令和３年度

⑼ 公 安 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

令和２年度
猪 苗 代 警 察 署 令和３年11月11日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査

令和３年度

４ 監 査 等 の 着 眼 点
⑴ 事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）
⑵ 会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）
⑶ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）
⑷ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 挙 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）
⑸ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、
成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）

５ 監 査 等 の 結 果
⑴ 総 務 部

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、
最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑵ 危 機 管 理 部
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑶ 生 活 環 境 部
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑷ 保 健 福 祉 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

県中保健福祉事務所 ・ 給 与 の 支 給 定 日 に 現 金 支 給 す べ き 職 員 の 給 与 に つ い て 、 給
与 等 資 金 前 渡 経 理 者 の 預 貯 金 口 座 か ら 払 い 戻 し を せ ず 同 日
に 支 払 わ れ て い な い も の が あ る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑸ 商 工 労 働 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

テクノアカデミー浜 ・ 特 定 会 計 年 度 任 用 職 員 ２ 名 の 報 酬 及 び 旅 費 に つ い て 、 勤 務
実 績 誤 り に よ る 支 払 漏 れ が あ り 、 原 則 と し て 翌 月 の ７ 日 に
支 払 う べ き と こ ろ 、 ３ か 月 以 上 遅 延 し て 支 払 っ て い る 。

テクノアカデミー会津 ・ 産 業 廃 棄 物 収 集 ・ 運 搬 及 び 処 分 に 係 る 業 務 の 支 払 事 務 に お
い て 、 業 者 か ら の 請 求 書 を 令 和 ２ 年 ３ 月 に 受 理 し た に も か
か わ ら ず 、 令 和 ２ 年 ８ 月 に 過 年 度 支 出 し て い る 。

⑹ 農 林 水 産 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 、 ５ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求
め た 。
(ｱ) 指 摘 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

県 中 農 林 事 務 所 ・ 補 助 事 業 の 繰 越 事 務 手 続 に 適 正 を 欠 き 、 補 助 事 業 の 執 行 に
重 大 な 影 響 を 与 え て い る も の が あ る 。

（ 事 実 ）
甲土 地改 良 区に 対す る 福島 県経 営体 育 成促 進事 業 （調 査・

調 整 事 業 ） 補 助 金 に つ い て は 、 年 度 内 に 事 業 が 完 了 し な い
た め 国 及 び 県 の 繰 越 事 務 手 続 が 必 要 で あ っ た が 、 繰 越 事 務
手 続 の 理 解 不 足 及 び 本 庁 と の 連 絡 の 不 備 に よ り 国 に 対 す る
繰 越 事 務 手 続 を 行 う こ と が で き な か っ た た め 、 令 和 ３ 年 ３
月 31日 付 け で 事 業 の 廃 止 承 認 を 行 い 、 概 算 払 し た 補 助 金 を
令 和 ３ 年 ５ 月 に 全 額 返 還 さ せ て い る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
補 助 事 業 に 係 る 繰 越 事 務 手 続 に つ い て は 、 事 務 手 続 の 確

認及び関係機関との調整を徹底するとともに、組織内のチェッ
ク 体 制 を 強 化 の 上 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

(ｲ) 指 導 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
い わ き 農 林 事 務 所 ・ 農 業 用 河 川 応 急 対 策 事 業 の 請 負 工 事 に つ い て 、 令 和 ３ 年 ３

月 25日 に 工 事 が 完 成 し て い る に も か か わ ら ず 、 当 該 工 事 請
負 費 の 一 部 を 誤 っ て 令 和 ３ 年 度 に 繰 越 処 理 し た た め 、 歳 出
予 算 が 不 足 し 、 令 和 ３ 年 度 予 算 か ら 支 出 し て い る 。

農 業 総 合 セ ン タ ー ・ 令 和 ２ 年 度 及 び 令 和 ３ 年 度 に 支 出 し た 病 害 虫 防 除 員 と 有 機
認 証 検 査 員 の 報 償 費 及 び 旅 費 に つ い て 、 支 払 時 に 所 得 税 を
源 泉 徴 収 せ ず に 支 給 し て い る 。

・ 庁 舎 等 清 掃 業 務 委 託 契 約 に お い て 、 予 定 価 格 が 随 意 契 約 に
よ る こ と の で き る 限 度 額 1 0 0万 円 を 超 え て い る に も か か わ
ら ず 、 随 意 契 約 に よ り 契 約 し て い る 。

県 中 農 林 事 務 所 ・ 令 和 ３ 年 ３ 月 11日 に 実 施 し た 大 判 プ リ ン タ ー の 修 繕 料 に つ
い て 、 同 年 ５ 月 に 過 年 度 支 出 し て い る 。

県 南 農 林 事 務 所 ・ 令 和 ２ 年 10月 26日 に 竣 工 し た 施 設 災 害 復 旧 工 事 に つ い て 、
請 負 業者 から の 請求 書を 同 日付 で受 理し た にも かか わ らず 、
令 和 ３ 年 ３ 月 に 支 出 し て い る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑺ 土 木 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の ５ 件 の 指 摘 事 項 、 ８ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求
め た 。
(ｱ) 指 摘 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

県 南 建 設 事 務 所 ・ 道 路 占 用 料 の 調 定 手 続 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ
る 。

（ 事 実 ）
前 回 の 定 期 監 査 に お い て 、 調 定 時 期 が 著 し く 遅 延 し て い

る こ と か ら 指 摘 事 項 と さ れ た 道 路 占 用 料 の 調 定 事 務 に つ い
て 、 令 和 ２ 年 度 に お い て も 、 ４ 月 １ 日 に 定 例 調 定 を 行 う べ
き 12 8件 1 3 , 9 4 8 , 8 0 4円 に つ い て ４ 月 １ 日 に 遡 及 し て 調 定 を
行っている（令和２年６月 10日 事 務 処理 127件 13,766,702円 、
令 和 ３ 年 １ 月 29日 事 務 処 理 １ 件 18 2 , 1 0 2円 ） 。
ま た 、 令 和 ３ 年 度 に お い て も 、 ４ 月 １ 日 に 行 う べ き 定 例

調 定 に つ い て 、 職 員 調 査 日 （ 令 和 ３ 年 ６ 月 15日 及 び 16日 ）
ま で 収 入 調 定 が な さ れ て い な い 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
道 路 占 用 料 の 調 定 に 当 た っ て は 、 遅 延 が 発 生 す る 要 因 を

分 析 し 、 執 行 体 制 の 強 化 を 図 る な ど 実 効 性 の あ る 再 発 防 止
策 を 講 じ る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

会津若松建設事務所 ・ 設 計 額 に 誤 り が あ り 、 入 札 事 務 に お け る 落 札 者 の 決 定 に つ
い て 重 大 な 影 響 を 与 え た も の が あ る 。

（ 事 実 ）
トンネル電気室等の新築工事の入札において、コンクリート

の 単 価 に 誤 り が あ る ま ま 設 計 書 を 作 成 し 入 札 事 務 を 行 っ た
た め 、 本 来 受 注 す べ き で あ っ た 業 者 と 異 な る 業 者 と 契 約 し
て い る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
設計 書の 作 成に 当た っ ては 、積 算方 法 の情 報共 有 やチ ェッ

ク 体 制 等 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行
う こ と 。
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い わ き 建 設 事 務 所 ・ 県 営 住 宅 の 家 賃 の 収 入 事 務 並 び に 敷 金 及 び 保 証 金 の 還 付 事

務 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。
（ 事 実 ）
１ 県 営 住 宅 の 家 賃 に つ い て 、 令 和 元 年 東 日 本 台 風 の 被 災
者 等 に 対 す る 家 賃 の 減 免 漏 れ 、 家 賃 の 再 算 定 等 の シ ス テ
ム 入 力 漏 れ 及 び 高 額 所 得 者 の 家 賃 相 当 額 の 算 定 等 を 誤 っ
た こ と か ら 、 93世 帯 に つ い て 誤 っ た 家 賃 に よ り 収 入 さ れ
過 不 足 が 生 じ て い る 。

過 大 徴 収 23世 帯 56 1 , 0 2 1円
過 小 徴 収 70世 帯 2 , 0 9 9 , 8 2 1円

２ 県 営 住 宅 か ら の 退 去 に 伴 う 敷 金 及 び 駐 車 場 の 使 用 終 了
に 伴 う 保 証 金 の 還 付 に つ い て 、 ３ か 月 以 上 遅 延 し て い る
も の が あ る 。

敷 金 及 び 保 証 金 17世 帯 75 2 , 6 4 0円
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）

県 営 住 宅 の 家 賃 の 収 入 及 び 敷 金 等 の 還 付 事 務 に 当 た っ て
は 、 組 織 内 の チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程
に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

・ 公 共 料 金 の 前 渡 資 金 の 精 算 及 び 支 出 手 続 に 著 し く 適 正 を 欠
い て い る も の が あ る 。

（ 事 実 ）
令 和 ２ 年 ３ 月 利 用 分 の 通 信 回 線 使 用 料 （ 役 務 費 ） に つ い

て 、 請 求 書 が 出 納 整 理 期 間 内 の 処 理 ま で 間 に 合 わ ず 、 請 求
額 が 毎 月 定 額 で あ る た め 、 債 権 者 甲 株 式 会 社 に 請 求 内 容 を
電 話 確 認 し 、 公 共 資 金 前 渡 経 理 者 名 義 の 通 帳 に 口 座 振 替 を
行 っ た 。
令 和 ２ 年 ４ 月 28日 に 令 和 ２ 年 ３ 月 利 用 分 の 通 信 回 線 使 用

料 の 請 求 書 が 届 い た が 、 職 員 間 の 引 継 が な さ れ な か っ た た
め 、 処 理 済 と 気 づ か ず 、 令 和 ２ 年 度 の 予 算 に よ り 同 様 の 口
座 振 替 を 行 い 、 結 果 と し て 、 同 じ 内 容 の 請 求 に 対 し 二 重 の
処 理 と な っ た 。
調 査 日 現 在 、 公 共 資 金 前 渡 経 理 者 名 義 の 通 帳 に 令 和 ２ 年

３ 月 利 用 分 の 通 信 回 線 使 用 料 で あ る 59 , 0 0 0円 が 精 算 さ れ ず
に 残 高 と し て 残 っ て い る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
前 渡 資 金 の 精 算 及 び 支 出 事 務 に 当 た っ て は 、 組 織 内 の

チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正
に 行 う こ と 。

喜 多 方 建 設 事 務 所 ・ 設 計 額 に 誤 り が あ り 、 入 札 事 務 に お け る 落 札 者 の 決 定 に つ
い て 重 大 な 影 響 を 与 え た も の が あ る 。

（ 事 実 ）
道 路 橋 梁 補 修 調 査 設 計 の 委 託 業 務 入 札 に お い て 、 誤 っ た

交 通 誘 導 警 備 員 の 労 務 単 価 に よ り 設 計 書 を 作 成 し 入 札 事 務
を 行 っ た た め 、 本 来 受 注 す べ き で あ っ た 業 者 と 異 な る 業 者
と 契 約 し て い る 。

業 務 名 橋 梁 補 修 調 査 設 計 業 務 委 託
業 務 概 要 橋 梁 補 修 調 査 設 計
契 約 額 8 , 1 2 3 , 5 0 0円

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
設 計 書 の 作 成に 当た っ ては 、積 算方 法 の情 報共 有 やチ ェッ

ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う
こ と 。

(ｲ) 指 導 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項
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会津若松建設事務所 ・ 開 発 行 為 許 可 申 請 手 数 料 の 報 告 に 当 た り 、 証 紙 収 入 整 理 簿
と の 突 き 合 わ せ を 行 っ て お ら ず 、 過 大 に 報 告 し て い る 。

相 双 建 設 事 務 所 ・ 修 繕 契 約 に お い て 、 契 約 締 結 時 ま で に 契 約 書 に 定 め る 契 約
保 証 金 を 納 付 さ せ て い な い も の が あ る 。

・ 災 害 復 旧 工 事 に 係 る 土 地 賃 貸 借 契 約 に つ い て 、 個 人 情 報 が
含 ま れ る 令 和 ２ 年 度 支 払 関 係 簿 冊 を 令 和 ３ 年 ４ 月 に 紛 失 し
て い る 。

い わ き 建 設 事 務 所 ・ 小 玉 ダ ム 管 理 所 に 係 る 令 和 ２ 年 ３ 月 分 の 庁 舎 清 掃 業 務 委 託
料 に つ い て 、 令 和 ２ 年 ６ 月 に 過 年 度 支 出 し て い る 。

・ 給 与 の 支 給 定 日 に 現 金 支 給 す べ き 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与
に つ い て 、 給 与 等 資 金 前 渡 経 理 者 の 預 貯 金 口 座 か ら 払 い 戻
し を せ ず 同 日 に 支 払 わ れ て い な い も の が あ る 。

喜 多 方 建 設 事 務 所 ・ 土 地 鑑 定 評 価 業 務 の 支 出 に 当 た り 、 受 託 者 が 法 人 で な い た
め 所 得 税 の 源 泉 徴 収 を す べ き と こ ろ 、 源 泉 徴 収 を 行 わ な い
で 支 出 し て い る 。

県 中 建 設 事 務 所 ・ 令 和 元 年 12月 に 納 入 さ れ た 物 品 の 代 金 の 支 払 に つ い て 、 令
和 ２ 年 ７ 月 に 過 年 度 支 出 し て い る 。

・ 県 営 住 宅 の 不 法 占 拠 に 係 る 損 害 賠 償 金 に つ い て 、 令 和 ３ 年
１ 月 １ 日 付 け で 収 入 調 定 を 誤 っ て ２ 回 行 い 、 調 定 取 消 を し
な い ま ま 令 和 ３ 年 度 に 繰 り 越 し 、 令 和 ３ 年 ５ 月 に 減 額 処 理
を し て い る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑻ 教 育 委 員 会
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

須 賀 川 高 等 学 校 ・ 給 与 の 支 給 定 日 に 現 金 支 給 す べ き 再 任 用 教 諭 の 給 与 に つ い
て 、 給 与 等 資 金 前 渡 経 理 者 の 預 貯 金 口 座 か ら 払 い 戻 し を せ
ず 同 日 に 支 払 わ れ て い な い も の が あ る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑼ 公 安 委 員 会
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ３ 号
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 令 和 ２ 年 度 分 の 県 公 営

企 業 に 係 る 定 期 監 査 を 実 施 し た 結 果 は 、 次 の と お り で す 。
令 和 ４ 年 ２ 月 18日

福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

（ 企 業 局 ）
１ 監 査 等 の 基 準
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本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 10

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。
２ 監 査 等 の 種 類

財 務 監 査
３ 監 査 等 の 着 眼 点
⑴ 事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）
⑵ 会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）
⑶ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）
⑷ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 挙 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）
⑸ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、
成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）

４ 監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果
対 象 公 所 福 島 県 企 業 局 い わ き 事 業 所
実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 11月 ５ 日
実 施 方 法 書 面 監 査
担 当 監 査 委 員 山 田 平 四 郎

佐 竹 浩
事 業 経 営 の 状 況
給 水 事 業 を 行 っ て い る が 、 そ の 事 業 管 理 の 状 況 は 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 等 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ
れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て
お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

（ 病 院 局 ）
１ 監 査 等 の 基 準

本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 10
号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。

２ 監 査 等 の 種 類
財 務 監 査

３ 監 査 等 の 着 眼 点
⑴ 事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）
⑵ 会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）
⑶ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）
⑷ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 挙 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）
⑸ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、
成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）

４ 監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果
対 象 公 所 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー
実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 11月 24日
実 施 方 法 書 面 監 査
担 当 監 査 委 員 髙 野 光 二

高 橋 宏 和
事 業 経 営 の 状 況
（ 附 属 病 院 ）

令 和 ２ 年 度 の 利 用 状 況 は 、 入 院 患 者 数 延 べ 2 , 1 8 3人 、 外 来 患 者 数 延 べ 4 , 6 9 8人
で 、 前 年 度 と 比 較 し て 入 院 は 61 1人 ( 3 8 . 9％ ） 、 外 来 は 346人 （ 8 . 0％ ） と と も に 増
加 し た 。 増 加 の 要 因 は 、 地 域 に お け る 病 院 の 認 知 度 向 上 、 地 域 医 療 機 関 等 と の 連
携 が 進 ん だ こ と 、 ま た 、 訪 問 看 護 や 出 前 講 座 の 実 施 に よ り 地 域 の 医 療 ニ ー ズ の 把
握 に 努 め た こ と な ど に よ る も の で あ る 。
事 業 収 支 は 、 収 益 が 1 , 1 6 2 , 6 2 3 , 0 5 9円 で 前 年 度 と 比 較 し て 5 1 , 0 6 8 , 4 1 5円 （ 4 . 6

％ ） 、 費 用 が 1 , 1 6 1 , 1 0 1 , 8 2 6円 で 前 年 度 と 比 較 し て 50 , 9 6 5 , 2 8 6円 （ 4 . 6％ ） と と も
に 増 加 し 、 純 利 益 は 1 , 5 2 1 , 2 3 3円 で 前 年 度 と 比 較 し て 1 0 3 , 1 2 9円 （ 7 . 3％ ） 増 加 し
た 。

（ ふ た ば 復 興 診 療 所 ）
令 和 ２ 年 度 の 利 用 状 況 は 、 外 来 患 者 数 延 べ 7 , 3 1 1人 で 、 前 年 度 と 比 較 し て 8 2 1

人 （ 1 0 . 1％ ） 減 少 し た 。 減 少 の 要 因 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 に 伴 う 一 部
診 療 科 の 休 診 や 受 診 控 え 等 に よ る も の で あ る 。
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事 業 収 支 は 、 収 益 が 250 , 8 2 6 , 6 1 8円 で 前 年 度 と 比 較 し て 7 , 2 4 7 , 3 1 4円 （ 3 . 0％ ） 、

費 用 が 2 5 0 , 6 6 6 , 7 8 4 円 で 前 年 度 と 比 較 し て 7 , 4 0 2 , 6 7 8円 （ 3 . 0 ％ ） と と も に 増 加
し 、 純 利 益 は 159 , 8 3 4円 で 前 年 度 と 比 較 し て 155 , 3 6 4円 （ 4 9 . 3％ ） 減 少 し た 。

監 査 の 結 果 、 次 の ３ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。
（ 指 導 事 項 ）
・ 医 業 収 益 の 収 入 調 定 時 期 及 び 年 度 区 分 に 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 （ 附 属
病 院 ）

・ 費 用 の 算 出 に 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 （ 附 属 病 院 ）
・ 超 過 勤 務 手 当 の 支 給 に 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 （ ふ た ば 復 興 診 療 所 ）

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ４ 号
令 和 ３ 年 11月 26日 監 査 公 表 第 23号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ４ 年 ２ 月 18日
福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

３ 財 第 2 1 9 9 号
令 和 ４ 年 １ 月 26日

福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 11月 17日 付 け ３ 福 監 第 342号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 様 式 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
監 査 対 象 機 関 土 木 部
監 査 対 象 年 度 令 和 ２ 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 10月 15日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
県 営 住 宅 の 家 賃 算 定 に 著 し く 適 正 を 欠 今 回 の 事 案 の 原 因 は 、 下 記 の と お り で

い て い る も の が あ る 。 あ る 。
「 事 実 」 ① 工 事 等 で 設 備 を 設 置 又 は 撤 去 し た
県 営 住 宅 の 家 賃 の 算 定 に 当 た り 、 算 定 際 に は 、 所 管 建 設 事 務 所 か ら の 報 告 に

基 礎 と な る 施 設 ・ 設 備 の 設 置 ・ 改 修 等 が 基 づ き 、 建 築 住 宅 課 に お い て 家 賃 の 修
あ っ た 場 合 の 、 各 建 設 事 務 所 か ら 建 築 住 正 を 行 う が 、 そ れ ら の 報 告 又 は 修 正 が
宅 課 へ の 報 告 又 は 建 築 住 宅 課 に よ る 家 賃 漏 れ て い た 。
の 改 定 処 理 が 漏 れ た こ と か ら 、 1 , 0 4 0戸 ② 正 し い デ ー タ に 基 づ い て 家 賃 を 算 定
に つ い て 誤 っ た 家 賃 に よ り 収 入 さ れ 過 不 し て い る と の 思 い 込 み に よ り 、 建 築 住
足 が 生 じ て い る 。 宅課も建設事務所も現況の再確認を行って
過 大 徴 収 768戸 2 8 , 2 8 1 , 1 1 7円 お ら ず 、 誤 っ た 家 賃 を 徴 収 し て い た 。
過 小 徴 収 272戸 6 , 2 9 5 , 9 0 4円 （ 処 理 状 況 ）

「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 ① 令 和 元 年 ６ 月 に 当 該 事 案 が 発 覚 し た
県 営 住 宅 の 家 賃 算 定 に 当 た っ て は 、 関 こ と か ら 、 速 や か に 事 実 確 認 や 住 民 へ

係 機 関 の 連 携 や チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る の 謝 罪 等 の 善 後 策 を 講 じ た 。 ま た 、 建
と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う 設 事 務 所 が 行 う 内 部 改 善 工 事 に 係 る 報
こ と 。 告 ル ー ル を 再 整 理 し 、 令 和 ２ 年 １ 月 29

日に各建設事務所に対し周知徹底を図っ
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た 。

② 県 営 住 宅 に 係 る 家 賃 の 改 定 状 況 調 査
を 順 次 行 い 、 そ の 結 果 に つ い て 令 和 元
年 ８ 月 、 令 和 ２ 年 ２ 月 、 同 年 11月 に そ
れ ぞ れ 公 表 し た 。
【 令 和 元 年 度 、 令 和 ２ 年 度 公 表 分 】
・ 家 賃 算 定 誤 り の 対 象 世 帯 数 及 び 金 額

過 大 徴 収 768戸 2 8 , 2 8 1 , 1 1 7円
過 小 徴 収 272戸 6 , 2 9 5 , 9 0 4円

③ 算 定 誤 り 対 象 世 帯 に 係 る 還 付 及 び 追
徴 に つ い て は 、 令 和 元 年 ８ 月 、 令 和 ２
年 ２ 月 公 表 分 を 令 和 ２ 年 ３ 月 末 か ら 、
令 和 ２ 年 11月 公 表 分 を 令 和 ２ 年 12月 中
旬 か ら 処 理 を 開 始 し た 。
令 和 ３ 年 10月 31日 現 在 、 還 付 97％ 、

追 徴 42％ の 処 理 状 況 と な っ て い る 。
（ 今 後 の 対 応 ）
各 建 設 事 務 所 と 再 発 防 止 に 向 け た 検 討

会 議 を 定 期 的 に 開 催 し 、 対 策 を 講 じ る 。
令 和 ３ 年 度 は 計 ３ 回 の 検 討 会 議 を 開 催

し 、 対 応 方 針 を 策 定 す る 予 定 で あ る 。
※ ６ 月 21日 （ 第 １ 回 ） 、 10月 22日 （ 第
２ 回 ） 開 催 済 み

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ５ 号
令 和 ３ 年 11月 26日 監 査 公 表 第 23号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ４ 年 ２ 月 18日
福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

３ 教 財 第 1 2 4 0 号
令 和 ３ 年 12月 28日

福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 鈴 木 淳 一 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 11月 17日 付 け ３ 福 監 第 342号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 様 式 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
監 査 対 象 機 関 会 津 教 育 事 務 所
監 査 対 象 年 度 令 和 ２ 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
・ 支 出 事 務 に つ い て 、 チ ェ ッ ク 体 制 が 機 今 般 の 事 案 は 、 財 務 事 務 の 執 行 に お い
能 し て お ら ず 、 事 務 処 理 に 適 正 を 欠 い て て 、 組 織 的 な チ ェ ッ ク 体 制 が 機 能 し て い
い る も の が 多 く み ら れ る 。 な か っ た こ と が 原 因 で あ る 。
「 事 実 」 １ 総 務 担 当 者 が 新 任 で 書 類 の 重 要 性 や
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組 織 内 の 情 報 共 有 や 進 捗 確 認 が 不 十 分 事務処理方法をよく理解できていなかっ

であり、チェック体制が機能しておらず、 た 。 ま た 、 年 度 初 め で 業 務 が 集 中 す る
支 払 が 遅 れ て い る も の が あ る 。 中 、 当 該 担 当 者 が 明 細 書 を ど こ に 保 管
１ 臨 時 的 任 用 職 員 等 の 社 会 保 険 料 し た の か 分 か ら な く な っ て し ま っ た 。
1 1 , 2 9 1 , 6 0 1円 （ 平 成 31年 ３ 月 分 ） に 新 任 の 担 当 者 へ の フ ォ ロ ー 体 制 も 不 十
つ い て 、 令 和 元 年 ５ 月 ７ 日 ま で に 支 分 だ っ た 。
払 う べ き と こ ろ 、 担 当 者 が 明 細 書 を ２ 総 務 担 当 者 は 支 払 日 を 認 識 し な が
紛 失 し 再 交 付 ま で に 時 間 を 要 し た こ ら、業務多忙により処理を忘れてしまっ
と に よ り 、 本 庁 で 支 払 い 処 理 を 行 た 。 ま た 、 管 理 監 督 者 の 進 捗 状 況 確 認
い 、 同 月 20日 に 支 払 っ て い る 。 が 不 十 分 だ っ た 。

２ 賃 金 支 弁 職 員 の 賃 金 （ 平 成 31年 ３ ３ 財 務 上 の 書 類 の 保 管 が 総 務 担 当 者 任
月 分 ） に つ い て 、 平 成 31年 ４ 月 ８ 日 せ と な っ て お り 、 管 理 監 督 者 も 進 捗 状
に 支 給 す べ き と こ ろ 、 同 月 15日 に 支 況 を 確 認 し て い な か っ た 。 ま た 、 事 業
給 し て い る 。 担 当 者 の 教 員 は 財 務 業 務 に 関 す る 一 切

３ 令 和 ２ 年 ２ 月 に 購 入 し た 次 の 物 品 に つ い て 総 務 担 当 者 に 任 せ て お り 、 相
に つ い て 、 同 月 中 に 請 求 書 を 受 領 し 互に確認しあう体制がとられていなかっ
て い た に も か か わ ら ず 、 担 当 者 が 支 た 。
払いを失念し、同年 12月 22日に支払っ ４ 事 業 担 当 者 が 事 業 を 実 施 す る こ と に
て い る 。 集 中 し 、 事 業 実 施 校 に 対 し て 実 績 報 告
有 限 会 社 甲 プ リ ン タ 用 イ ン ク 外 書 提 出 の 催 促 等 を 怠 っ た 。 ま た 、 事 業

9 , 1 0 0円 担 当 者 は 、 速 や か に 支 出 す べ き と い う
株 式 会 社 乙 指 導 書 意 識 が 薄 か っ た 。

20 , 9 0 0円 計 3 0 , 0 0 0円 さ ら に 、 管 理 監 督 者 も 進 捗 状 況 を 確
４ 「 食 習 慣 ・ 肥 満 等 の 健 康 教 育 に 係 認 し て い な か っ た 。
る 専 門 家 派 遣 事 業 」 （ 令 和 元 年 ６ 月 （ 処 理 状 況 ）
25日 開 催 ） の 講 師 に 対 す る 報 償 費 及 １ 令 和 元 年 ５ 月 20日 に 支 払 済 。
び 旅 費 に つ い て 、 令 和 元 年 10月 15日 ２ 平 成 31年 ４ 月 15日 に 支 払 済 。
に 支 払 っ て い る 。 ３ 購 入 業 者 ２ 社 へ 謝 罪 し 、 令 和 ２ 年 12
報 償 費 等 11 , 6 7 5円 月 22日 に 支 払 済 。

（令和元年 11月 11日 源泉所得税納付済） ４ 令 和 元 年 10月 15日 に 支 払 済 。 令 和 ３
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 年 ８ 月 10日 に 事 業 担 当 者 に 対 し 報 償 費
支 出 事 務 に 当 た っ て は 、 組 織 内 の 情 報 等 の 支 払 、 及 び 物 品 購 入 に 関 す る 注 意

共 有 や チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る と と も 点 に 関 す る 所 内 研 修 を 行 っ た 。
に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 迅 速 か つ 適 正 に 行 （ 今 後 の 対 応 ）
う こ と 。 １ 書 類 の 重 要 性 に つ い て 各 職 員 に 改 め

て 指 導 し た 。 ま た 、 管 理 職 が セ ル フ
チ ェ ッ ク 表 を 活 用 し 、 進 捗 状 況 を 確 認
す る こ と を 徹 底 す る 。
誰 も が 円 滑 に 事 務 処 理 で き る よ う 、

引 継 の 際 に は 、 年 度 初 め に 処 理 す べ き
業 務 を 詳 細 に 記 載 す る な ど 、 具 体 的 な
事 務 引 継 書 を 作 成 す る 。 ま た 、 総 務 社
会 教 育 課 主 任 主 査 が 同 じ 引 継 書 で 業 務
内 容 を 把 握 し 進 捗 管 理 す る こ と に よ
り 、 業 務 が 円 滑 に 実 施 で き る よ う 、 同
主 任 主 査 に よ る フ ォ ロ ー 体 制 を 強 化 す
る 。

２ 総 務 社 会 教 育 課 主 任 主 査 が セ ル フ
チ ェ ッ ク 表 を 作 成 し 、 管 理 職 が そ れ を
確 認 す る こ と を 徹 底 し 、 支 給 漏 れ が な
い よ う 努 め る 。

３ 請 求 書 の 保 管 に つ い て は 、 総 務 担 当
共 通 の 保 管 箱 を 新 設 し 、 総 務 社 会 教 育
課 主 任 主 査 が チ ェ ッ ク す る な ど 、 今 後
同 様 の ミ ス を 繰 り 返 さ な い よ う 努 め て
い る 。
予 算 の 執 行 状 況 に つ い て は 、 総 務 担

当 者 が 事 業 ご と に 作 成 し て い る 差 引 簿
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を 共 有 し 、 総 務 担 当 者 、 事 業 担 当 者 及
び 管 理 監 督 者 が そ れ ぞ れ 確 認 す る こ と
に よ り 、 支 払 漏 れ を 防 止 す る 。

４ 上 記 ３ の 差 引 簿 に よ り 総 務 担 当 者 、
事 業 担 当 者 及 び 管 理 監 督 者 が そ れ ぞ れ
支 払 状 況 を 確 認 す る 。
ま た 、 あ ら か じ め 総 務 担 当 者 が 報 償

費 等 の 支 払 時 期 を 把 握 し た 上 で 支 払 計
画 表 を 作 成 し 、 こ の 計 画 表 に よ り 執 行
状 況 を 管 理 す る こ と で 支 払 遅 延 が 発 生
し な い よ う に す る 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ６ 号
令 和 ３ 年 ９ 月 17日 監 査 公 表 第 21号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 19 9条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状
況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ４ 年 ２ 月 18日
福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

３ 土 第 2 0 2 6 号
令 和 ３ 年 10月 29日

福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印
公 営 企 業 に 係 る 定 期 監 査 結 果 の 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日 付 け ３ 福 監 第 260号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 様 式 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
１ 監 査 対 象 機 関 土 木 部 （ 流 域 下 水 道 事 業 会 計 ）

監 査 対 象 年 度 令 和 ２ 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 ８ 月 ２ 日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
収 益 の 計 上 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る 公 営 企 業 に お け る 会 計 処 理 方 法 の 理 解

も の が あ る 。 不足と、組織的なチェックが機能しなかっ
「 事 実 」 た こ と に よ り 生 じ た も の で す 。
流 域 下 水 道 事 業 は 令 和 ２ 年 度 に 公 営 企 （ 処 理 状 況 ）

業 会 計 に 移 行 し 、 収 益 の 計 上 を 正 確 に 行 企 業 債 等 償 還 金 に 充 当 し て い る 一 般 会
う 必 要 が あ っ た に も か か わ ら ず 、 算 定 を 計 出 資 金 に つ い て 、 固 定 資 産 の 減 価 償 却
誤 り 、 決 算 に 重 大 な 影 響 を 与 え て い る 。 処 理 に 伴 う 長 期 前 受 金 戻 入 と し て 計 上 す
企 業 債 元 金 償 還 の た め に 受 け 入 れ た 一 る 会 計 処 理 を 令 和 ３ 年 ９ 月 16日 に 行 い ま

般 会 計 出 資 金 6 7 2 , 7 4 7 , 0 0 0円 に よ り 積 み し た 。
立 て た 長 期 前 受 金 に つ い て は 、 固 定 資 産 （ 今 後 の 対 応 ）
の 減 価 償 却 等 に 伴 い 、 戻 入 に よ る 収 益 化 公 営 企 業 会 計 に 関 す る 理 解 を 深 め る た
を 行 う べ き と こ ろ 、 行 っ て い な い 。 め の 研 修 会 を 開 催 す る ほ か 、 会 計 の 専 門
こ の 結 果 、 令 和 ２ 年 度 の 純 利 益 が 家 に 随 時 、 相 談 で き る 体 制 を 構 築 す る と

6 7 2 , 7 4 7 , 0 0 0円 過 少 に 計 上 さ れ て い る 。 と も に 、 公 営 企 業 会 計 に 移 行 し た 意 義 ・
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 重 要 性 を 改 め て 職 員 に 浸 透 さ せ ま す 。
公 営 企 業 会 計 に 移 行 し た こ と の 意 義 及 ま た 、 下 水 道 課 と 、 企 業 出 納 員 が 配 置
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び 収 益 等 を 正 確 に 算 定 す る こ と の 重 要 性 さ れ て い る 土 木 総 務 課 の 連 絡 ・ 調 整 を 強
を 再 認 識 し た 上 で 、 職 員 に 改 め て 周 知 徹 化するなど、組織的な執行体制及びチェッ
底 し 、 出 先 機 関 を 含 め て 組 織 的 な 執 行 体 ク 体 制 を 確 立 し 、 関 係 規 程 に 基 づ く 適 正
制 及 び チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 す る と と も な 処 理 に 努 め ま す 。
に 、 収 益 の 計 上 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程
に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
市 町 村 負 担 金 収 入 の 会 計 処 理 に 著 し く 公 営 企 業 に お け る 会 計 の 処 理 方 法 の 理

適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 解 不 足 と 、 組 織 的 な チ ェ ッ ク が 機 能 し な
「 事 実 」 か っ た こ と に よ り 生 じ た も の で す 。
企 業 債 元 金 償 還 の た め に 受 け 入 れ た 市 （ 処 理 状 況 ）

町 村 負 担 金 2 6 3 , 7 1 6 , 3 6 6円 （ 市 町 村 か ら 企 業 債 元 金 償 還 の た め に 受 け 入 れ た 市
受 領 し た 2 9 0 , 0 8 8 , 0 0 0円 か ら 消 費 税 及 び 町 村 負 担 金 に つ い て は 、 収 益 的 収 入 か ら
地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 差 し 引 い た 金 資 本 的 収 入 に 改 め て 計 上 す る と と も に 、
額 ） に つ い て は 、 資 本 的 収 入 に 計 上 し 、 長 期 前 受 金 に 整 理 し 、 そ の 後 戻 入 に よ る
長 期 前 受 金 に 整 理 し た 上 で 、 戻 入 に よ る 収 益 化 の 処 理 を 令 和 ３ 年 12月 ま で に 処 理
収 益 化 を 行 う べ き と こ ろ 、 収 益 的 収 入 の す る 予 定 で す 。
営 業 収 益 に 計 上 し て い る 。 ま た 、 保 管 汚 泥 処 分 費 と し て 受 け 入 れ
ま た 、 保 管 汚 泥 処 分 費 と し て 受 け 入 れ た 市 町 村 負 担 金 に つ い て は 、 令 和 ３ 年 度

た 市 町 村 負 担 金 4 5 4 , 5 4 5 , 3 6 0円 （ 市 町 村 の 保 管 汚 泥 処 分 費 に 充 当 し ま す 。
か ら 受 領 し た 4 9 9 , 9 9 9 , 8 9 2円 か ら 消 費 税 （ 今 後 の 対 応 ）
及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 差 し 引 い 公 営 企 業 会 計 に 関 す る 理 解 を 深 め る た
た 金 額 ） か ら 特 別 損 失 （ 放 射 性 物 質 を 含 め の 研 修 会 を 開 催 す る ほ か 、 会 計 の 専 門
む 脱 水 汚 泥 の 収 集 運 搬 及 び 処 分 業 務 委 託 家 に 随 時 、 相 談 で き る 体 制 を 構 築 す る と
費 用 等 ） の 金 額 3 7 7 , 9 2 1 , 2 4 4円 を 差 し 引 と も に 、 公 営 企 業 会 計 に 移 行 し た 意 義 ・
い た 7 6 , 6 2 4 , 1 1 6円 に つ い て は 、 令 和 ３ 年 重 要 性 を 改 め て 職 員 に 浸 透 さ せ ま す 。
度 以 降 の 特 別 損 失 に 充 当 す る た め 、 前 受 ま た 、 下 水 道 課 と 、 企 業 出 納 員 が 配 置
金 に 整 理 す べ き と こ ろ 、 営 業 収 益 に 計 上 さ れ て い る 土 木 総 務 課 の 連 絡 ・ 調 整 を 強
し て い る 。 化するなど、組織的な執行体制及びチェッ
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 ク 体 制 を 確 立 し 、 関 係 規 程 に 基 づ く 適 正
公 営 企 業 会 計 に 移 行 し た こ と の 意 義 及 な 処 理 に 努 め ま す 。

び 会 計 処 理 を 正 し く 行 う こ と の 重 要 性 を
再 認 識 し た 上 で 、 職 員 に 改 め て 周 知 徹 底
し 、 出 先 機 関 を 含 め て 組 織 的 な 執 行 体 制
及 び チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 す る と と も に 、
会 計 処 理 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ
き 適 正 に 行 う こ と 。

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
固 定 資 産 の 管 理 及 び 減 価 償 却 に 著 し く 固 定 資 産 の 除 却 や 登 録 に つ い て 認 識 不

適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 足 で あ っ た こ と と 、 組 織 的 な チ ェ ッ ク が
「 事 実 」 機 能 し な か っ た こ と に よ り 生 じ た も の で
流 域 下 水 道 事 業 は 令 和 ２ 年 度 に 公 営 企 す 。

業 会 計 に 移 行 し 、 資 産 の 把 握 を 正 確 に 行 （ 処 理 状 況 ）
う 必 要 が あ っ た に も か か わ ら ず 、 公 営 企 固 定 資 産 の 計 上 、 減 価 償 却 費 の 適 正 な
業 会 計 適 用 時 に お け る 固 定 資 産 の 計 上 及 計 上 に つ い て は 、 固 定 資 産 台 帳 及 び 用 途
び 決 算 整 理 に 係 る 減 価 償 却 が 過 大 又 は 過 廃 止 す べ き 機 械 ・ 装 置 等 の 確 認 を 進 め な
少 に な っ て い る も の が あ る 。 が ら 適 切 な 資 産 計 上 処 理 を 実 施 し ま す 。
１ 県 北 浄 化 セ ン タ ー の 機 械 及 び 装 置 １ に つ い て は 、 令 和 ３ 年 度 中 の 処 理 、
等 に つ い て 、 令 和 元 年 東 日 本 台 風 に ２ ～ ４ に つ い て は 、 令 和 ３ 年 12月 ま で に
よ る 浸 水 被 害 に よ り 用 途 廃 止 す べ き 処 理 す る 予 定 で す 。
も の な ど が あ る が 、 一 部 を 除 き 帳 簿 （ 今 後 の 対 応 ）
価 格 が 減 額 さ れ な い ま ま 計 上 さ れ て 今 後 は 、 研 修 会 の 開 催 等 に よ り 公 営 企
い る 。 業 会 計 制 度 の 理 解 を 深 め 、 資 産 管 理 の 重

２ 車 両 運 搬 具 及 び 工 具 ・ 器 具 及 び 備 要 性 を 改 め て 職 員 に 浸 透 さ せ ま す 。
品 に つ い て 、 小 型 貨 物 自 動 車 な ど 固 ま た 、 管 理 職 を 含 め 複 数 職 員 に よ る 確
定 資 産 台 帳 に 登 録 さ れ て い な い も の 認 を 徹 底 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 会
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
が あ る 。 計 の 専 門 家 に 相 談 し な が ら 、 適 正 な 処 理

３ 無 形 固 定 資 産 （ ソ フ ト ウ ェ ア ） に に 努 め ま す 。
つ い て 、 流 域 下 水 道 事 業 に 係 る 会 計
シ ス テ ム と し て 4 , 0 7 9 , 0 0 0円 計 上 す
べ き と こ ろ 、 4 1 , 0 3 8 , 9 2 0円 が 計 上 さ
れ て い る 。

４ そ の 他 無 形 固 定 資 産 に つ い て 、 あ
だ た ら 浄 化 セ ン タ ー に 設 置 さ れ て い
る 電 話 ４ 回 線 分 の 電 話 加 入 権
3 0 5 , 7 6 0円 が 計 上 さ れ て い る が 、 契
約名義は県以外の法人となっている。

「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」
公 営 企 業 会 計 に 移 行 し た 意 義 及 び 資 産

計 上 の 重 要 性 に つ い て 、 改 め て 職 員 へ の
周 知 徹 底 を 図 る と と も に 、 固 定 資 産 の 管
理 及 び 減 価 償 却 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程
に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
委 託 業 務 の 精 算 に 伴 う 額 の 確 定 及 び 返 公 営 企 業 会 計 に 移 行 し た 意 義 や 経 済 性

還 金 の 収 入 調 定 時 期 に 著 し く 適 正 を 欠 い に 関 す る 認 識 不 足 及 び 委 託 業 務 に 係 る 精
て い る も の が あ る 。 算 期 限 に つ い て 、 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規
「 事 実 」 則 に 規 定 し て い な か っ た こ と に よ り 精 算
令 和 ２ 年 度 に 流 域 下 水 道 事 業 が 公 営 企 が 遅 れ た も の で す 。

業 会 計 に 移 行 し 、 経 済 性 の 発 揮 に 組 織 全 （ 処 理 状 況 ）
体 で 努 め る べ き で あ っ た に も か か わ ら 令 和 ３ 年 ３ 月 30日 に 会 計 規 則 の 改 正 を
ず 、 令 和 元 年 度 の 阿 武 隈 川 上 流 流 域 下 水 行 い 、 精 算 期 限 を 設 定 し ま し た 。
道 維 持 管 理 業 務 及 び 維 持 管 理 補 完 業 務 委 な お 、 令 和 ２ 年 度 分 の 精 算 に つ い て
託 に つ い て 、 執 行 実 績 報 告 収 受 （ 令 和 ２ は 、 精 算 期 限 で あ る 令 和 ３ 年 ５ 月 31日 に
年 ５ 月 28日 ） 後 、 速 や か に 額 の 確 定 及 び 処 理 し ま し た 。
返 還 金 1 4 8 , 1 3 4 , 6 5 1円 の 収 入 調 定 を 行 う （ 今 後 の 対 応 ）
べ き と こ ろ 、 令 和 ２ 年 10月 27日 に 行 っ て 公 営 企 業 会 計 に 移 行 し た 意 義 ・ 重 要 性
い る 。 を 改 め て 職 員 に 浸 透 さ せ 、 組 織 を 挙 げ て
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 経 済 性 の 発 揮 に 努 め ま す 。
公 営 企 業 会 計 に 移 行 し た 意 義 に つ い ま た 、 令 和 ３ 年 度 以 降 の 精 算 に つ い て

て 、 組 織 と し て 再 認 識 の 上 、 職 員 へ の 周 も 会 計 規 則 に 則 り 、 速 や か に 事 務 を 進 め
知 徹 底 を 図 る と と も に 、 委 託 料 の 額 の 確 ま す 。
定 及 び 返 還 金 の 調 定 に 当 た っ て は 、 委 託
業 務 完 了 後 速 や か に 行 う こ と 。

２ 監 査 対 象 公 所 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所
監 査 対 象 年 度 令 和 ２ 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 ７ 月 30日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
固 定 資 産 の 管 理 及 び 処 分 に 著 し く 適 正 昨 年 度 は 事 務 職 員 も 技 術 職 員 も 、 処 理

を 欠 い て い る も の が あ る 。 場 の 復 旧 に 全 力 で 取 り 組 ん で お り 、 固 定
「 事 実 」 資 産 の 除 却 処 理 ま で 対 応 で き ま せ ん で し
県 北 浄 化 セ ン タ ー の 固 定 資 産 に つ い た 。

て 、 令 和 元 年 東 日 本 台 風 に よ る 浸 水 被 害 （ 処 理 状 況 ）
に よ っ て 用 途 廃 止 す べ き も の な ど が あ る 除 却 の 対 象 と な る 資 産 に つ い て 、 そ の
に も か か わ ら ず 、 令 和 ２ 年 度 の 公 営 企 業 特 定 作 業 を 令 和 ３ 年 ８ 月 か ら 開 始 し ま し
会 計 移 行 後 に お い て も 、 一 部 を 除 き そ の た 。
手 続 が 行 わ れ て い な い 。 平 行 し て 、 企 業 会 計 シ ス テ ム で の 除 却
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」 処 理 の た め の 準 備 作 業 を 行 っ て お り 、 令
公 営 企 業 会 計 に 移 行 し た 意 義 及 び 資 産 和 ４ 年 ３ 月 ま で に 対 象 資 産 の 除 却 を 完 了
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計 上 の 重 要 性 に つ い て 、 改 め て 職 員 へ の す る 予 定 で す 。
周 知 徹 底 を 図 る と と も に 、 固 定 資 産 の 管 （ 今 後 の 対 応 ）
理 及 び 処 分 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 今 後 は 、 公 営 企 業 会 計 制 度 の 理 解 を 深
づ き 適 正 に 行 う こ と 。 め 、 資 産 管 理 の 重 要 性 を 認 識 し 、 適 正 な

処 理 に 努 め ま す 。
な お 、 今 後 登 録 す る 資 産 に つ い て は 、

原則として機器毎や耐用年数毎に登録し、
既 存 の 一 式 登 録 さ れ て い る 資 産 に つ い て
は 、 補 助 簿 を 作 成 す る こ と で 、 将 来 、 更
新 す る 資 産 を 容 易 に 特 定 で き る よ う に す
る な ど 、 適 正 な 管 理 を 行 っ て い き ま す 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ７ 号
令 和 ３ 年 ９ 月 17日 監 査 公 表 第 21号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 19 9条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ４ 年 ２ 月 18日
福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

３ 病 第 5 1 5 号
令 和 ３ 年 10月 28日

福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文 □印
公 営 企 業 に 係 る 定 期 監 査 結 果 の 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日 付 け ３ 福 監 第 260号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 様 式 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
監 査 対 象 公 所 県 立 南 会 津 病 院
監 査 対 象 年 度 令 和 ２ 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 ７ 月 15日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）
未 収 金 の 経 理 及 び 管 理 並 び に 収 益 及 び 今 般 の 事 案 は 、 未 収 金 の 督 促 や 残 高 確

費 用 の 算 定 に つ い て 、 チ ェ ッ ク 体 制 が 機 認 、 会 計 処 理 に つ い て 、 組 織 的 な チ ェ ッ
能 し て お ら ず 、 会 計 処 理 に 著 し く 適 正 を ク が 不 十 分 で あ っ た こ と が 原 因 で す 。
欠 い て い る も の が あ る 。 （ 処 理 状 況 ）
「 事 実 」 １ ⑴ 令 和 ３ 年 ８ 月 20日 に 未 収 金 ９ 件 の
１ 過 年 度 団 体 医 業 未 収 金 に つ い て 、 事 減 額 調 定 を 行 い ま し た 。
務 処 理 の 誤 り に よ り 減 額 調 定 漏 れ が あ ⑵ 未 収 金 の 督 促 を 再 度 行 い 、 令 和 ３
る も の や 、 督 促 が 行 わ れ て い な い も の 年 ７ 月 中 に ３ 件 の 入 金 を 確 認 し ま し
が あ る 。 た 。 未 入 金 の 事 業 者 に つ い て は 、 再
⑴ 保 険 請 求 査 定 減 等 に 伴 う 減 額 調 定 度 の 文 書 督 促 を 行 い ま し た 。
漏 れ ２ 過 年 度 個 人 医 業 未 収 金 か ら 過 年 度 団
９ 件 52 1 , 3 2 0円 体医業未収金へ重複して振替処理を行っ

⑵ 未 収 金 残 高 確 認 不 足 に よ る 督 促 漏 て い た た め 、 令 和 ３ 年 ８ 月 20日 に 過 年
れ 度 個 人 医 業 未 収 金 へ 修 正 処 理 を 行 い ま
４ 件 11 9 , 7 4 4円 し た 。

２ 過 年 度 個 人 医 業 未 収 金 が 3 1 2 , 1 5 0円 ３ 令 和 ３ 年 ８ 月 20日 に 過 大 計 上 分 を 過
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過 小 に 計 上 さ れ て い る 。 年 度 団 体 医 業 未 収 金 か ら 過 年 度 損 益 修

３ 過 年 度 団 体 医 業 未 収 金 の 減 額 調 定 漏 正 損 へ 修 正 処 理 を 行 い ま し た 。
れ 等 に よ り 、 令 和 ２ 年 度 の 収 益 が ４ 督 促 、 催 告 の ほ か 、 住 所 不 明 の 未 納
1 3 5 , 2 5 0円 、 費 用 （ 貸 倒 引 当 金 繰 入 ） 者 の 住 所 確 認 作 業 な ど を 行 い 、 そ れ ぞ
が 1 0 4 , 5 8 5円 、 そ れ ぞ れ 過 大 に 計 上 さ れ の 記 録 票 を 作 成 し ま し た 。
れ て い る 。 （ 今 後 の 対 応 ）

４ 過 年 度 及 び 現 年 度 個 人 医 業 未 収 金 に 今 後 は 、 管 理 職 を 含 め た 複 数 職 員 に よ
つ い て 、 一 部 を 除 き 、 規 定 ど お り の 督 る 組 織 的 な チ ェ ッ ク や 進 捗 管 理 を 徹 底
促 が 行 わ れ て お ら ず 、 債 務 者 と の 折 衝 し 、 関 係 規 程 に 基 づ く 適 正 な 事 務 処 理 に
等 の 経 過 に つ い て の 記 録 票 も 作 成 さ れ 努 め て ま い り ま す 。
て い な い 。

「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」
未 収 金 の 経 理 及 び 管 理 並 び に 収 益 及 び

費用の算定に当たっては、組織内のチェッ
ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に
基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）


